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〇
経
済
産
業
省
告
示
第

号

フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
及

び
第
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
七
年
経
済
産
業
省
告
示
第
五
十
号
（
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
の
製
造
業
者
等
の

判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和

年

月

日

経
済
産
業
大
臣

名

エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
の
製
造
業
者
等
の
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
の
製
造
業
者
等
の
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
の
一
部
改
正
）

第
一
条

エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
の
製
造
業
者
等
の
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
（
平
成
二
十
七
年
経
済
産
業
省
告
示
第

五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
の
２
本
文
中
「
店
舗
・
事
務
所
用
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
」
を
「
業
務
用
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
」
に
改
め
、

第
一
の
２
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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区分 環境影響度の目標値 目標年度

店舗・事務所用エアコンディショナー（規則第三 750 2025

条の表一の備考第一号に規定する店舗・事務

所用エアコンディショナーをいう。）

中央方式エアコン 一 遠心式の圧縮機を用 100 2025

ディショナー（規則 いるもの

第三条の表一の備

考第二号に規定す 二 遠心式の圧縮機を用 750 2027

る中央方式エアコ いるもの以外のもの

ンディショナーをい
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う。）

ビル用マルチエアコンディショナー（規則第三条 750 2025

の表一の備考第三号に規定するビル用マルチ

エアコンディショナーをいう。）

設備用エアコンディショナー（規則第三条の表 750 2027

一の備考第四号に規定する設備用エアコンディ

ショナーをいう。）

ガスエンジンヒートポンプエアコンディショナー（ 750 2027

規則第三条の表一の備考第五号に規定するガ

スエンジンヒートポンプエアコンディショナーをい
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う。）
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第
三
の
表
中
「
店
舗
・
事
務
所
用
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
」
を
「
業
務
用
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
」
に
改
め
る
。

第
二
条

エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
の
製
造
業
者
等
の
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
の
２
表
ビ
ル
用
マ
ル
チ
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
（
規
則
第
三
条
の
表
一
の
備
考
第
三
号
に
規
定
す
る
ビ
ル
用
マ
ル

チ
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
を
い
う
。
）
の
項
右
欄
中
「2

0
2
5

」
を
「2

0
2
7

」
に
改
め
る
。

第
三
条

エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
の
製
造
業
者
等
の
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
の
２
表
中
央
方
式
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
（
規
則
第
三
条
の
表
一
の
備
考
第
二
号
に
規
定
す
る
中
央
方
式
エ
ア
コ

ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
を
い
う
。
）
の
項
第
二
号
、
設
備
用
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
（
規
則
第
三
条
の
表
一
の
備
考
第
四
号
に

規
定
す
る
設
備
用
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
を
い
う
。
）
の
項
及
び
ガ
ス
エ
ン
ジ
ン
ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ

ー
（
規
則
第
三
条
の
表
一
の
備
考
第
五
号
に
規
定
す
る
ガ
ス
エ
ン
ジ
ン
ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
を
い
う
。

）
の
項
右
欄
中
「2
0
2
7

」
を
「2

0
2
9

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か

ら
施
行
す
る
。
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一

第
二
条

令
和
九
年
四
月
一
日

二

第
三
条

令
和
十
一
年
四
月
一
日


